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■１ 補助対象事業 
Ｑ１ この補助⾦を使ってどのような事業ができますか。 
Ｑ２ 調査⽀援型で試作品の開発を⾏うことはできますか。 
Ｑ３ 研究内容の一部を外部に委託することはできますか。 
Ｑ４ GX（グリーントランスフォーメーション）については、脱炭素技術ではなく、省エネルギー技術も対象となりますか。 
Ｑ５ 過去に研究開発で実施した確⽴技術を実証する場合は対象となりますか。 
 
■２ 補助事業者 
Ｑ１ この補助⾦を申請できる「中⼩企業」の定義を教えてください。 
Ｑ２ 県外企業でも県内に⽀店や工場があれば申請できますか。 
Ｑ３ 企業の業種による制限はありますか。 
Ｑ４ ファブレス企業やソフトウェア開発企業等、研究組織、⽣産設備等を有しない中⼩企業者も補助⾦を申請できます

か。 
Ｑ５ この補助⾦を申請できる「研究グループ」の定義を教えてください。 
Ｑ６ 研究グループで申請を⾏う場合、申請者は誰になりますか。 
Ｑ７ 大学・公設試等とはどんな先ですか。 
 
■３ 申請手続 
Ｑ１ 事業計画書に添付する納税証明書とは何ですか。 
Ｑ２ 提出する応募書類は何部必要ですか。 
Ｑ３ 応募書類はどこに提出するのでしょうか。また持参しなければなりませんか。 
Ｑ４ 調査⽀援型の事業を⾏わなくても、研究開発⽀援型、技術革新型、未来挑戦型の申請はできますか。 
Ｑ５ 現在、「調査⽀援型」の事業を実施していますが、事業完了後速やかに「研究開発⽀援型」「技術革新型」「未来挑

戦型」のいずれかに着手したいので、「調査型」の完了前ですが、応募をしてもよいですか。 
Ｑ６ 複数の研究テーマを一度に申請することはできますか。 
Ｑ７ 現在、「調査⽀援型」の事業を実施していますが、別テーマの研究も並⾏して⾏いたいと思います。別テーマの研究に

ついて応募をしてもよいですか。 
 
■４ 補助対象経費 
Ｑ１ 補助⾦の申請前に⽀払った経費は、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ２ 事業実施期間の終了後に⽀払った経費は、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ３ 補助⾦の申請後、交付決定前に発注（⽀払いは交付決定後）したものは、補助対象になりますか。 
Ｑ４ 販売する新商品の原材料や製造設備は、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ５ 消費税及び地方消費税は、補助対象経費になりますか。 
Ｑ６ 振込手数料は、補助対象経費になりますか。 
Ｑ７ 原材料を購⼊する際にかかった送料は、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ８ 購⼊した原材料に残量が出た場合、この残量の購⼊費⽤も補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ９ ⿃取県産業技術センターの開放機器の使⽤料は、どの経費区分に計上すればよいですか。 
Ｑ10 「機器・設備費」、「減価償却費」の対象となる設備等を補助事業終了後も使⽤してもよいですか。 
Ｑ11 「減価償却費」の計算方法を教えてください。 
Ｑ12 「減価償却費」は、（交付決定⽇以降で）設備等の購⼊⽇から事業終了⽇までの⽉数により算出すればよいです

か。 
Ｑ13 補助事業に要するパソコンやプリンタは、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ14 「産業財産権導⼊費」の対象は何ですか。 
Ｑ15 「産業財産権導⼊費」の対象経費は何ですか。 
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Ｑ16 「直接⼈件費」は、社⻑も対象となりますか。 
Ｑ17 「直接⼈件費」の算出方法を教えてください。 
Ｑ18 事業実施期間中に昇給した者の「直接⼈件費」の算出方法を教えてください。 
Ｑ19 勤務時間外に研究開発に従事した時間は、補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ20 「旅費」で、グリーン⾞、ビジネスクラス等の経費も対象となりますか。 
Ｑ21 東京や大阪に出張した際に交通カード（スイカ、イコカ等）にチャージして公共交通機関を使⽤した場合、チャージ

額は補助対象となりますか。 
Ｑ22 宿泊費や⽇当は補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ23 海外への出張旅費も補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ24 ⾃動⾞で出張した場合のガソリン代は補助⾦の対象になりますか。 
Ｑ25 展⽰会の出展料、旅費も補助対象になりますか。 
Ｑ26 経費の⽀払いは現⾦払でもよいですか。 
 
■５ 事業内容の変更・中⽌・廃⽌ 
Ｑ１ 補助⾦を申請した事業計画の内容（実施内容、経費配分、⾦額等）を途中で変更できますか。 
Ｑ２ 調査・研究開発が予定よりも遅れ、事業実施期間内に調査・研究開発が終わりそうにありません。何か手続きが必

要ですか。 
Ｑ３ 事情があって補助事業を中⽌（廃⽌）したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。 
 
■６ 進捗報告・実績報告・現地調査 
Ｑ１ 進捗報告と実績報告はいつまでに⾏うのですか。 
Ｑ２ 進捗報告時点⽇（３⽉３１⽇）の直前に交付決定されたので、事業の進展はありませんが、進捗報告が必要で

しょうか。 
Ｑ３ （３⽉３１⽇時点の進捗報告の作成に当たって）３⽉２５⽇に発注した原材料について、４⽉２⽇に納品・⽀

払いを⾏いました。この場合、３⽉３１⽇時点の進捗報告書に記載するのでしょうか。 
Ｑ４ 手引きには請求書、領収書等の証拠書類を編さんするよう書いてありますが、証拠書類も進捗報告書や実績報告

書とともに県に提出するのでしょうか。 
Ｑ５ 証拠書類を紛失してしまったのですが、補助対象になりますか。 
Ｑ６ 同じ会社に補助対象の実験材料Aと補助対象ではない事業で使⽤する実験材料Bを発注したところ、実験材料A、

B の代⾦が一括して請求され、一括して⽀払いました。このような場合でも実験材料 A 分の経費は補助対象となり
ますか。 

Ｑ７ （Ｑ６続き）この場合、⽀払額から相手負担とした振込手数料や消費税をいくら控除して補助対象経費を積算す
ればよいのでしょうか。 

 
■７ 補助⾦の⽀払い 
Ｑ１ 補助⾦はいつ受け取れますか。 
Ｑ２ 補助⾦の前払（概算払）はできますか。 
 
■８ その他 
Ｑ１ 補助事業で試作した製品を販売してもよいですか。 
Ｑ２ 変更承認申請書、進捗状況報告書、実績報告書の様式を教えてください。 
Ｑ３ この補助⾦以外の研究開発助成制度や、開発した新商品の販売促進を⽀援する助成制度を教えてください。 
 
■９ 問い合わせ 
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■１ 補助対象事業  
Ｑ１ この補助⾦を使ってどのような事業ができますか。 
 次のような新しい取り組みを考えている場合に本補助⾦は活⽤できます。 
・ ⾰新的な商品・技術・サービスを開発したい、これを軸とした新事業を⾏いたい 
・ 温室効果ガス削減に寄与する新しい循環型ビジネスモデルを構築したい 
・ ＩＣＴを活⽤した新しいビジネスモデルを構築したい 
・ 建設業から介護産業、その他異業種に進出したい 

（既に建設業から介護産業に進出しているが新たに別の介護サービスも提供したい） 
・ 医療、健康のニーズに応える機能性農作物・加⼯品を開発したい 
・ 異業種の企業どうしで研究グループを作って⾼付加価値の新商品を開発したい   等 
 
※以下の業務は研究開発に該当せず、補助⾦の対象外ですので注意してください。 
・ 本事業で実施する研究開発業務に直接関与しない一般的なデータの収集 
・ 既存の商品の機能、性能等の試験分析、評価 
・ エビデンス（科学的根拠）の取得を目的とした共同研究、データの収集 
・ 特許の出願及び訴訟に関する手続き 
・ 既存の商品の通常生産活動及びそれに付随する品質管理等に関する活動や営業⾏為 
・ 一般従事者の研究・訓練などの業務 

 

Ｑ２ 調査⽀援型で試作品の開発を⾏うことはできますか。 
本格的な製品開発、試作改良等を⾏う前段階として、これに必要な課題分析や解決⽅法の仮説を⽴てる目的

で、試作品を作成し、基礎的、予備的な試験を⾏うことは可能です。ただし、試作品の作成⾃体が目的の事業は調
査支援型の対象外です。 

 

Ｑ３ 研究内容の一部を外部に委託することはできますか。 
研究内容の一部を外部に委託することもできますが、研究開発の核となる部分は、申請者⾃らが実施する必要があ

ります。申請者は事業化に向けた具体的計画を有し、主体的に研究開発を実施することが必要です。 
 
Ｑ４ GX（グリーントランスフォーメーション）については、脱炭素技術ではなく、省エネルギー技術も対象となりま

すか。 
対象となります。省エネルギー技術のほか、脱炭素に貢献する技術領域は全般が対象です。 

 
Ｑ５ 過去に研究開発で実施した確⽴技術を実証する場合は対象となりますか。 

対象となります。ただし、研究開発事業が対象となることから、実証研究を⾏い課題の把握や事業化に向けた取組が
対象で、すでに県内で実証済みや実証中の取組は対象外です。 
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■２ 補助事業者  
Ｑ１ この補助⾦を申請できる「中⼩企業」の定義を教えてください。 
 中小企業等経営強化法第２条に定める「中小企業者」です。具体的には以下のいずれかに該当する者です。 
 
①資本⾦の額⼜は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使⽤する従業員の数が３００⼈以下の会社及び

個⼈であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で
定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

②資本⾦の額⼜は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使⽤する従業員の数が１００⼈以下の会社及び
個⼈であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

③資本⾦の額⼜は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使⽤する従業員の数が１００⼈以下の会社及
び個⼈であって、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

④資本⾦の額⼜は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使⽤する従業員の数が５０⼈以下の会社及び
個⼈であって、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

⑤資本⾦の額⼜は出資の総額がその業種ごとに政令で定める⾦額以下の会社並びに常時使⽤する従業員の数がそ
の業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個⼈であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とし
て営むもの  

⑥企業組合  
⑦協業組合  
⑧事業協同組合、事業協同小組合、商⼯組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設⽴された組合及び

その連合会であって、政令で定めるもの 
 

Ｑ２ 県外企業でも県内に⽀店や工場があれば申請できますか。 
 県外に本社がある中小企業でも、県内の支店や⼯場が主体となって調査・研究開発を⾏う場合は申請できます。 

 

Ｑ３ 企業の業種による制限はありますか。 
 風営法の規制を受ける事業を⾏う者や暴⼒団関係者である場合を除き、業種等による制限はありません。 

 

Ｑ４ ファブレス企業やソフトウェア開発企業等、研究組織、⽣産設備等を有しない中⼩企業者も補助⾦を申請
できますか。 

 ファブレス企業等も申請できます。ただし、原則⿃取県内で業務を⾏うことができる企業に業務の委託及び発注を⾏
ってください。 
 また、「研究開発支援型」、「技術⾰新型」、及び「未来挑戦型」において、委託費及び直接⼈件費は、それぞれ補
助対象経費の５０％以内であることが必要です（５０％を超える額は補助対象になりません）。 

ただし、直接⼈件費については、補助事業の内容が情報通信技術関連の研究開発の場合は適⽤しません。 
 

Ｑ５ この補助⾦を申請できる「研究グループ」の定義を教えてください。 
以下の全てを満たすものが研究グループに該当します。 
①風営法の適⽤を受ける事業を⾏う者や暴⼒団関係者を含まない２者以上で構成された、県内で事業を⾏うた

めに必要な施設及び主体的に事業化に向けた調査・研究開発に取り組む能⼒を有する中小企業を１者以上
含むこと。 

②当該研究グループの構成員の中から、①の要件を全て満たす者を本補助⾦の申請・実績報告事務や専⽤⼝座
による各種支払い事務、事務を統括しての管理運営等を⾏う代表企業として１者選定していること。 

③（「未来挑戦型」の場合は）⿃取県内に事業所等を有して事業活動を⾏う者に該当しない者については、補助
事業の開始から終了までの間に、県内に事業所等を設置し、事業化に向けた研究開発等に取り組む能⼒を有
する者であること。 

④各構成員が、全体の研究テーマに基づき個別に研究テーマを定め、調査・研究開発を実施すること（研究の中
心となる企業から試作品部品の製造を受託するだけの企業のように、調査・研究開発に主体的に参加しない企
業は研究グループの構成員とは認められません）。 

 

Ｑ６ 研究グループで申請を⾏う場合、申請者は誰になりますか。 
グループ規約等で定める代表企業が申請してください。なお、県からの補助⾦の支払いは代表企業に一括して⾏う

ので、構成員への配分は代表企業が⾏ってください。 
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Ｑ７ 大学・公設試等とはどんな先ですか。  
⼤学とは、国⽴⼤学法⼈法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国⽴⼤学法⼈、地⽅

独⽴⾏政法⼈法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に規定する公⽴⼤学法⼈及び私⽴学校法
（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法⼈が設置する⼤学をいいます。 

公設試等とは、国⽴⾼等専門学校、⼤学共同利⽤機関、独⽴⾏政法⼈及び地⽅独⽴⾏政法⼈であって試験
研究に関する業務を⾏うもの、国及び地⽅公共団体の試験研究機関等、公益社団法⼈、公益財団法⼈、商⼯会
議所、商⼯会、中小企業団体中央会、ＴＬＯ（技術移転機関）、第三セクター（地⽅公共団体が出資⼜は出
捐している一般社団法⼈及び一般財団法⼈（公益社団法⼈及び公益財団法⼈を含む。）並びに会社法法⼈
（第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について（平成２６年８⽉５⽇付総財公第１０２号⾃
治財政局⻑通知）））のことをいいます。 

また、次のいずれも満たす一般社団法⼈、一般財団法⼈は、公設試等に含みます。 
①役員（理事・評議員等）に⼤学の役員、教職員や前記の公設試等の役員、職員及び地⽅公務員が複数含

まれる。 
②定款等にものづくり産業⼜は技術等の振興に資する目的や事業を定めている。 

 
■３ 申請手続  
Ｑ１ 事業計画書に添付する納税証明書とは何ですか。 

 会社所在地を所管する県税事務所にて県税の未納がない旨の証明書の交付を受けてください。 
 

Ｑ２ 提出する応募書類は何部必要ですか。 

 １部です。 
 

Ｑ３ 応募書類はどこに提出するのでしょうか。また持参しなければなりませんか。 
 提出先は以下のとおりです。郵送による提出も受け付けます。 

〒680－8570 ⿃取市東町一丁目 220 
⿃取県商⼯労働部産業未来創造課（県庁本庁舎７階） 

 

Ｑ４ 調査⽀援型の事業を⾏わなくても、研究開発⽀援型、技術革新型、未来挑戦型の申請はできますか。 
調査支援型の補助⾦を受けていなくても、申請はできますが、事前に基礎的な調査研究（先⾏技術調査、事業

化可能性調査等）が⾏われていることが必要です。この点が不⼗分な場合、不採択となったり、調査支援型としての
採択となることがあります。 

 

Ｑ５ 現在、「調査⽀援型」の事業を実施していますが、事業完了後速やかに「研究開発⽀援型」「技術革新型」
「未来挑戦型」のいずれかに着手したいので、「調査型」の完了前ですが、応募をしてもよいですか。 

 「調査支援型」の事業が終了し、結果が出てから応募してください。 
 

Ｑ６ 複数の研究テーマを一度に申請することはできますか。 
 １回の応募につき、ひとつの研究テーマでお願いします。 

 

Ｑ７ 現在、「調査⽀援型」の事業を実施していますが、別テーマの研究も並⾏して⾏いたいと思います。別テーマ
の研究について応募をしてもよいですか。 

  応募は可能ですが、予算の執⾏状況や、補助事業の実施に無理がないか(調査・研究開発の⼈員体制・資⾦調
達能⼒が⾜りるか、本業と複数研究を並⾏してのスケジュール管理は適正か等)を審査した上で採否を決定します。 
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■４ 補助対象経費  
Ｑ１ 補助⾦の申請前に⽀払った経費は、補助⾦の対象になりますか。 

対象になりません。 
 

Ｑ２ 事業実施期間の終了後に⽀払った経費は、補助⾦の対象になりますか。 
対象になりません。 

 

Ｑ３ 補助⾦の申請後、交付決定前に発注（⽀払いは交付決定後）したものは、補助対象になりますか。 
（支払いが交付決定後であっても、）交付決定の前に発注、契約、申込み等をした経費は対象になりません。 

 

Ｑ４ 販売する新商品の原材料や製造設備は、補助⾦の対象になりますか。 
通常の営業活動や生産活動に係る経費は対象になりません。 

 

Ｑ５ 消費税及び地方消費税は、補助対象経費になりますか。 
対象になりません。 
本補助⾦の額は、補助事業に要する経費の合計額（仕⼊控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

⽅消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕⼊れに係る消費税額とし
て控除できる部分の⾦額と、当該⾦額に地⽅税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地⽅消費税率を
乗じて得た⾦額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に補助率を乗じて得た額（千円未満の端数は切り捨て
る。）となります。 

 

Ｑ６ 振込手数料は、補助対象経費になりますか。 
対象になりません。ちなみに、先⽅が代⾦から手数料を差し引いたときは値引きとみなします。代⾦に手数料が含ま

れている場合は、総事業費から振込手数料を差し引いた⾦額に補助率を乗じて得た額が補助⾦額になります。また、
代引手数料も補助対象経費とはなりません。 

 

Ｑ７ 原材料を購⼊する際にかかった送料は、補助⾦の対象になりますか。 
対象になります。なお、代引手数料は対象になりません。 

 

Ｑ８ 購⼊した原材料に残量が出た場合、この残量の購⼊費⽤も補助⾦の対象になりますか。 
原則残量は補助⾦の対象になりません。補助⾦の対象は補助事業に使⽤した分量相当の購⼊費⽤です。原材

料の使⽤状況は原材料等受払い簿で管理してください。 
 

Ｑ９ ⿃取県産業技術センターの開放機器の使⽤料は、どの経費区分に計上すればよいですか。 
公設試験場、研究機関等の外部施設の機器使⽤料は、「機器・設備使⽤料」（調査支援型）「機器・設備費」

（研究開発支援型、技術⾰新型、未来挑戦型）に計上してください。 
 

Ｑ10 「機器・設備費」、「減価償却費」の対象となる設備等を補助事業終了後も使⽤してもよいですか。 
補助事業の目的に合致する⽤途であれば使⽤しても構いません。ちなみに、補助対象経費となる設備等は、研究

開発を目的としたものに限られます。購⼊時点から研究開発以外での使⽤を目的としている場合は当然補助対象に
なりません。 

 

Ｑ11 「減価償却費」の計算方法を教えてください。 
定額法⼜は定率法のうち、⾃社で採⽤している⽅式により算出してください。 

  ＜定額法の算出⽅法＞ 
    取得価格 ÷ 耐⽤年数 × 事業実施期間 
  ＜定率法の算出⽅法＞ 
   （取得価格 － 前年度償却額） × 償却率 
  ※詳細について不明な点は税務署等に確認してください。 
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Ｑ12 「減価償却費」は、（交付決定⽇以降で）設備等の購⼊⽇から事業終了⽇までの⽉数により算出すれば
よいですか。 

「減価償却費」は、(交付決定⽇以後で設備等の取得後)研究開発の開始から終了までの⽉数により算出します。 
 

Ｑ13 補助事業に要するパソコンやプリンタは、補助⾦の対象になりますか。 

パソコンやプリンタなど汎⽤性のあるものは、原則として補助⾦の対象外です。 
 

Ｑ14 「産業財産権導⼊費」の対象は何ですか。 
事業遂⾏に必要な特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権等です。 

 

Ｑ15 「産業財産権導⼊費」の対象経費は何ですか。 

補助事業実施期間中に要した特許権等の使⽤料です。出願料、審査請求料、特許料・登録料等は対象になり
ません。 

 

Ｑ16 「直接⼈件費」は、社⻑も対象となりますか。 
社⻑等の代表者の役員報酬は対象となりません。あくまで、「直接⼈件費」は、従業員、アルバイト等の研究開発に

直接関与する方の直接作業時間のみを対象とします。 
※役員で給与払いの実績があり、研究開発に従事する者は、別途ご相談ください。 

 

Ｑ17 「直接⼈件費」の算出方法を教えてください。 

研究開発に直接従事する時間の給与及び賃⾦相当額であり、計算式は次のとおりです。 
直接⼈件費＝（基本給年計÷年間労働⽇数÷１⽇の所定労働時間）×研究開発従事時間 
※基本給には、賞与、諸手当、社会保険料を含めません。 

 

Ｑ18 事業実施期間中に昇給した者の「直接⼈件費」の算出方法を教えてください。 

①と②の合計です。 
①（昇給前の基本給の年計÷年間労働⽇数÷１⽇の所定労働時間）×昇級前の期間中の研究開発従事時間  
②（昇給後の基本給の年計÷年間労働⽇数÷１⽇の所定労働時間）×昇級後の期間中の研究開発従事時間 

 

Ｑ19 勤務時間外に研究開発に従事した時間は、補助⾦の対象になりますか。 

対象になります。ただし、対象になるのは勤務時間外に従事した時間に相当する直接⼈件費であって、時間外手当
は対象になりませんのでご注意ください（直接⼈件費の算出⽅法は 4-Ｑ17 を参照）。 

 

Ｑ20 「旅費」で、グリーン⾞、ビジネスクラス等の経費も対象となりますか。 

グリーン⾞、ビジネスクラス等の特別に付加された料⾦は、補助⾦の対象外です。 
 

Ｑ21 東京や大阪に出張した際に交通カード（スイカ、イコカ等）にチャージして公共交通機関を使⽤した場合、
チャージ額は補助対象となりますか。 

チャージ額のうち実際に乗⾞した区間の運賃相当額が補助⾦の対象です。 
 

Ｑ22 宿泊費や⽇当は補助⾦の対象になりますか。 

対象になります。「旅費交通費」の経費区分で申請してください。ただし、宿泊費は申込・支払等の確認できる書
類、⽇当は就業規則等による定めが必要です。 
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Ｑ23 海外への出張旅費も補助⾦の対象になりますか。 
海外への出張であっても、補助事業の目的を達成するためにその必要性が認められれば補助⾦の対象になります。

外貨建てで支払った場合は、支払⽇時点の交換レートで⽇本円に換算してください。 
 

Ｑ24 ⾃動⾞で出張した場合のガソリン代は補助⾦の対象になりますか。 
 対象になりません。ただし、⾼速道路等の有料道路の料⾦、レンタカー代は対象になります。 

 

Ｑ25 展⽰会の出展料、旅費も補助対象になりますか。 
展⽰会において新商品の市場調査や新技術の情報収集を⾏う場合は対象ですが、販売促進を目的とする展⽰

会参加の場合は、本補助⾦の目的にそぐわないので対象となりません。 
なお、実績報告書には展⽰会において調査した内容を報告する必要があります。 

 

Ｑ26 経費の⽀払いは現⾦払でもよいですか。 
支払は銀⾏振込みを原則とし、できるだけ現⾦払は⾏わないでください。 
手形支払を⾏う場合は、年度末（事業完了時は終了予定⽇）までに決済されることが必要です。 

 
■５ 事業内容の変更・中⽌・廃⽌  
Ｑ１ 補助⾦を申請した事業計画の内容（実施内容、経費配分、⾦額等）を途中で変更できますか。 

事業計画の内容について、次のア⼜はイに該当する変更を⾏おうとする場合は、事前に変更承認申請書を提出
し、県の承認を得ることが必要です。判断に迷う場合は、変更を⾏う前に巻末の担当連絡先にご相談ください。 

＜県の事前承認が必要な変更＞ 
ア 補助⾦額の増額を伴う変更 
イ 事業目的の達成に支障が生じたり、事業効率の低下をもたらす恐れのある変更 

 
Ｑ２ 調査・研究開発が予定よりも遅れ、事業実施期間内に調査・研究開発が終わりそうにありません。何か手続

きが必要ですか。 
事業実施期間を延⻑（事業完了予定⽇の延⻑）するための変更承認申請書を提出してください（事業実施

（予定）期間の延⻑は 5-Ｑ1 の県の事前承認が必要な変更のイに該当し、事前に変更承認申請書の提出が必
要です。 

ただし、調査支援型は交付決定⽇から１２か⽉、研究開発支援型は交付決定⽇から２４か⽉を超えて事業実
施期間を設定することはできません。 

 

Ｑ３ 事情があって補助事業を中⽌（廃⽌）したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。 
補助事業を中止・廃止する場合は、事前に中止・廃止の承認申請書を提出し、県の承認を得ることが必要です。 

 
■６ 進捗報告・実績報告・現地調査  
Ｑ１ 進捗報告と実績報告はいつまでに⾏うのですか。 

次のとおりです。 
○進捗報告︓３⽉３１⽇時点の報告・・・４⽉２０⽇まで 
○実績報告︓事業完了後２０⽇以内 

 
Ｑ２ 進捗報告時点⽇（３⽉３１⽇）の直前に交付決定されたので、事業の進展はありませんが、進捗報告が

必要でしょうか。 
補助⾦交付要綱上、必ず報告する必要があります。なお、３⽉３１⽇時点の進捗報告で進捗なしの場合は、現

地調査は原則⾏いません。 
 
Ｑ３ （３⽉３１⽇時点の進捗報告の作成に当たって）３⽉２５⽇に発注した原材料について、４⽉２⽇に納

品・⽀払いを⾏いました。この場合、３⽉３１⽇時点の進捗報告書に記載するのでしょうか。 
年度（３⽉３１⽇）をまたいで発注、支払いがあるときは、支払⽇を基準に整理してください（この例の場合は、

次回以降の進捗報告書に記載）。 
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Ｑ４ 手引きには請求書、領収書等の証拠書類を編さんするよう書いてありますが、証拠書類も進捗報告書や実
績報告書とともに県に提出するのでしょうか。 

提出の必要はありません。現地調査時にお⽰しください。ただし、内容によっては写しの提出を現地調査時にお願い
することがあります。 

また、証拠書類は補助事業が完了した翌年度から起算して５年間保存義務があるので、適正に管理してください。 
 

Ｑ５ 証拠書類を紛失してしまったのですが、補助対象になりますか。 
 支払いの証拠がないものについては補助対象に認められません。 

 

Ｑ６ 同じ会社に補助対象の実験材料 A と補助対象ではない事業で使⽤する実験材料 B を発注したところ、実
験材料 A、B の代⾦が一括して請求され、一括して⽀払いました。このような場合でも実験材料 A 分の経費
は補助対象となりますか。 

 納品書や請求書の明細等で支払額のうち、補助対象経費とそうでない経費が明確に区分できれば、補助対象とし
ます。 

 

Ｑ７ （Ｑ６続き）この場合、⽀払額から相手負担とした振込手数料や消費税をいくら控除して補助対象経費を
積算すればよいのでしょうか。 

 振込手数料や消費税は、補助対象経費とそうでない経費の割合に応じて按分してください。 
 
■７ 補助⾦の⽀払い  
Ｑ１ 補助⾦はいつ受け取れますか。 

事業完了後に⾏っていただく実績報告後と、各年３⽉３１⽇現在の進捗状況報告後です。各報告の提出後、
県が会計書類等の現地調査を⾏い、補助⾦額を確定した後、補助対象経費の支払実績に基づいて補助⾦を支払
います。 

 

Ｑ２ 補助⾦の前払（概算払）はできますか。 

原則は精算払となりますが、前払が必要な場合は県の担当にご相談ください。 
なお、補助事業の採択審査では、申請企業の資⾦調達能⼒や資⾦計画等も考慮します。補助事業の応募に当たっ

ては、精算払を前提とした事業実施ができるよう事業計画を作成してください。 
 
■８ その他  
Ｑ１ 補助事業で試作した製品を販売してもよいですか。 

試作品を販売して収益を得ることは、補助目的に反するため、禁止します。また、試作品の販売以外でも、補助事業
を通じて収益を得ることは補助目的に反するため、禁止します。 

 

Ｑ２ 変更承認申請書、進捗状況報告書、実績報告書の様式を教えてください。 
県ホームページから様式ファイル（Word 形式）がダウンロードできます。 
(URL) https://www.pref.tottori.lg.jp/99774.htm 

 

Ｑ３ この補助⾦以外の研究開発助成制度や、開発した新商品の販売促進を⽀援する助成制度を教えてください。 
中小企業庁のサイト「ミラサポ plus」をご活⽤ください。国、都道府県、市町村の助成制度の検索ができます。 
(URL) https://mirasapo-plus.go.jp 
⿃取県及び⿃取県内の市町村の助成制度については、「とっとり産業支援ナビ」をご活⽤ください。  
(URL) https://www.pref.tottori.lg.jp/shoukou-portalsite/ 

 
■９ 問い合わせ 

⿃取県商⼯労働部産業未来創造課 
住所︓680-8570 ⿃取市東町一丁目２２０ 
TEL︓0857-26-7564  FAX︓0857-26-8117 


